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 ～お客様のニーズを的確にとらえ迅速に行動します～ 
本部組織を再編し体制をより強化！ 

京都銀行(頭取 髙﨑 秀夫)では、「お客様本位」を基軸に本部組織の改正を行い、「お客様

との強固なお取引関係の構築」「お客様のニーズに沿った迅速な行動」を目指してまいります。 

記 

１．改定内容 

(１)「営業統轄部」「営業支援部」「営業開発部」の役割別組織に営業部門を再編 

(２)「コンプライアンス統轄部」の新設 

   全役職員に対するコンプライアンスの指導・管理を一層強化 

   ① <営業部門の再編> 

      お客様とのお取引関係をより強固なものとしていくため、営業部門を役割別 
     組織に再編、かつ「営業本部」体制を導入して営業店支援に積極的に取り組ん 
     でまいります。 

   (改正前)               (改正後) 

 

 

  

                    ・営業本部の中核組織として、営業推進を強化。 

 

 

 

                    ・「個人向け」、「法人向け」それぞれのノウハウ 

                     を融合し、営業支援を強化。 

 

 

 

 

                    ・各種商品、機能サービスの企画・開発を行うとと 

                     もに、預り資産等の教育態勢を整え、販売強化を  

                     はかる。 

営 
 
 

業 
 
 

本 
 
 

部 

営業統轄部 

営業支援部 

営業開発部 

法 人 部 

営業統轄部 

個 人 部 



－2－ 

 
 
 
   ② <コンプライアンス部門の新設> 

     コンプライアンス(法令等遵守)を経営の最重要課題と位置付け、全役職員に対 

    するコンプライアンスの指導・管理を一層強化いたします。 

     さらに、金融犯罪への対応等を行う「金融犯罪対策担当」を新設し、金融犯罪に 
    対する未然防止対策や被害に遭われたお客様への対応を強化してまいります。 

     (改正前)                 (改正後) 

 

 

 

 

・信用リスク、市場リスク、オペレー 

ショナル・リスク等のリスク管理

に特化し、統合的リスク管理の一

層の充実をはかる。 
 

                   〔連 携〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・金融犯罪に対する未然防止策の強化や被

害に遭われたお客様へ対応するための「金

融犯罪対策担当」を設置。 

 また、「お客様サービス室」「法務担当」も   

 コンプライアンス統轄部内に設置し増強 

 をはかる。 

 
２．改正実施日 

    平成２５年４月１日(月) 
 

以 上 
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